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「観光立県かごしま」の実現に向けて

県では，「観光立県かごしま県民条例」に基づき策定した，
令和２年度から令和６年度までの５年間を推進期間とする第
３期鹿児島県観光振興基本方針（以下「基本方針」とい
う。）を令和２年３月に策定し，各般の施策を進めてきまし
た。

この５年間は，令和３年の「奄美大島・徳之島」の世界自
然遺産登録や出水ツルの越冬地のラムサール条約湿地登録，
令和４年の霧島神宮の国宝指定や鹿児島県産和牛の「和牛日
本一」の獲得，令和５年の「燃ゆる感動かごしま国体・かご
しま大会」，「第47回全国高等学校総合文化祭」の開催，令
和６年の本県産の本格焼酎を含む伝統的酒造りのユネスコ無
形文化遺産登録など，本県の観光振興に一層の弾みを付ける
出来事が続きました。

一方で，推進期間中は新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により，令和２年と令和３年の延べ宿泊者数はコロナ禍前
の６割程度まで落ち込みました。また，国の外国人観光客の
受入れに係る水際措置の影響により，令和２年から令和４年
までの外国人延べ宿泊者数はコロナ禍前と比較し，ほぼ皆減
となるなど，観光関連産業はこれまでに経験したことがない
非常に厳しい状況に立たされました。

県では，このような状況にある観光関連産業を支援するた
め，切れ目ない観光需要喚起策に取り組んできました。これ
らの取組の効果もあり，令和６年の延べ宿泊者数はコロナ禍
前を上回ったところですが，外国人延べ宿泊者数はコロナ禍
前の７割程度に留まり，コロナ禍前の水準には戻っていない
状況です。

このような状況を踏まえ，県では，コロナ禍後の経済回復
を軌道に乗せ，引き続き，令和７年３月に策定した第４期の
基本方針に基づき，国内外への戦略的な誘客を展開すること
により，本県を訪れる観光客を増やすとともに，魅力ある癒
やしの観光地形成に取り組み，観光消費額の増加に向けて，
各般の施策を展開してまいります。
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第１ 「鹿児島県観光振興基本方針」の推進期間における主な動向及び対応状況

国内外及び本県における観光関係の主な動向
（令和２年度～令和６年度）
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新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う観光関係の対応

・「今こそ鹿児島の旅」等の観光需要喚起
・「ぐりぶークーポン」等の消費意欲喚起
・事業継続や経営安定化に向けた支援
・飲食店及び宿泊施設の第三者認証制度

の創設・運用
・感染防止対策に要する経費の支援 等

感染防止対策の徹底を図りつつ，観光
需要喚起策など，観光関連産業の再生
に向けた諸施策を効果的に展開
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事象に応じた施策の展開

「奄美・沖縄」の世界自然遺産
登録等を生かした取組

・受入体制の整備
・世界自然遺産登録を契機とした誘客

や周遊の促進
・「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」

及び「第47回全国高等学校総合文化祭」
等を活用したプロモーション 等

令和３年７月に「奄美・沖縄」が世界
自然遺産に登録され，県内に２つの世
界自然遺産を有する全国唯一の県と
なったことは，国内だけではなく海外
からの観光客誘致においても，大きな
セールスポイント
また，「燃ゆる感動かごしま国体・か
ごしま大会」及び「第47回全国高等
学校総合文化祭」等のイベントを通じ
た，各種取組を展開

危機事象への対応

・軽石の漂着等に伴う観光事業への
影響に対する支援策を講じるよう，
国に対し要望 等

（１）軽石漂着等に伴う観光面の取組

・正確な情報発信と効果的なＰＲ
活動 等

（２）火山活動(桜島)に伴う観光面の取組



第２ 「観光立県かごしま」の実現に関して実施した主な施策

地域の観光資源の保全，活用及び創出

地域の特性を生かした良質なサービスの提供の確保

観光関係施設等の整備

新たな観光旅行の分野の開拓等

観光地における環境の保全

観光客の来訪の促進等

スポーツキャンプ等の誘致

外国人観光客の来訪の促進等

クルーズ船の誘致

全ての観光客がストレスなく快適に観光できる環境の整備

外国人観光客の受入体制の整備

観光を担う人材の育成・確保

啓発・学習の推進

観光旅行の安全の確保

統計調査・研究

施策の基本的方向施策の基本的方向 基本的施策基本的施策

◎「鹿児島県観光振興基本方針」に基づく施策体系

相互交流の促進

魅力ある癒やしの観光地の形成魅力ある癒やしの観光地の形成

戦略的な誘客の展開戦略的な誘客の展開

オール鹿児島でのおもてなしの推進オール鹿児島でのおもてなしの推進
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達成に向けた主な取組

第３ 「観光立県かごしま」の実現に向けた目標の達成状況等

目標値・達成状況

（注１）観光庁「観光入込客統計」の観光消費額（暦年）を目標の指標として設定
（注２）観光庁「宿泊旅行統計調査」の延べ宿泊者数（暦年）を目標の指標として設定
（注３）県観光入込客統計の観光地点パラメータ調査における鹿児島県への再訪希望者の割合を目標の

指標として設定

○国内誘客プロモーション事業
○観光かごしま大キャンペーン推進事業
○海外誘客ステップアップ事業
○外国人観光客受入体制整備事業
○「稼げる」観光地域づくり推進事業
○かごしま「推し旅」誘客促進事業
○スポーツ観光王国かごしま確立事業

○修学旅行等対策事業 等

宿泊者数・価値を高める取組

○観光まごころ県民運動の推進
○魅力ある観光地づくり事業
○地域観光資源磨き上げ事業 等

満足度・価値を高める取組

○国際クルーズ船誘致促進事業 等

クルーズ船による観光客を増やす取組

目標実績基準年
区 分

項 目

（１） 価値を高める（注１）

R6年R6年H30年

3,700 億円約2,427 億円約3,016 億円観光消費額

（２） 宿泊者数を増やす（注２）

R6年R6年H30年

990 万人泊約838 万人泊約886 万人泊①延べ宿泊者数

150 万人泊約62 万人泊約83 万人泊
② ①のうち

外国人延べ宿泊者数

（３） クルーズ船による観光客を増やす

R6年R6年H30年

69 万人約22 万人約31 万人クルーズ船乗客数

（４） 観光客の満足度を高め，リピーターを増やす（注３）

R6年度R6年度H30年度

100 %約93 %約76 %再訪希望
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イ 観光消費額の推移

（１） 価値を高める
「観光消費額」について

〈平成30年〉（基準値）

約3,016億円
〈令和6年〉（目標値）

3,700億円

ア 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

出典：観光庁「観光入込客統計」

鹿児島県観光振興基本方針の数値目標について

・推進期間前半は，新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により大きく
落ち込んだ。

・延べ宿泊者数がコロナ禍前の同水準にまで回復するにつれて，観光消費
額も徐々に増加し，令和６年は令和元年比の約８割まで回復した。

〈令和6年〉（最終実績）

約2,427億円

0
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1,5671,567
1,909 2,295

3,700

2,427
3,016
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ウ 観光消費額単価の推移

①日本人（宿泊） ②日本人（日帰り）

③訪日外国人（宿泊・日帰り）
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・令和６年は日本人は，宿泊の場
合はコロナ禍前（令和元年）と
同水準
一方で，日帰り旅行客の場合は，
近年はコロナ禍前の７割程度を
推移
訪日外国人は，コロナ禍前を
上回った。
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（２） 宿泊者数を増やす
① 「延べ宿泊者数」について

ア 直近の延べ宿泊者数（令和６年）

イ 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

〈平成30年〉（基準値）

約886 万人泊

〈令和6年〉（最終実績）

約838 万人泊

〈令和６年〉（目標値）

990万人泊

ウ 延べ宿泊者数の推移

8,378,560人泊（令和元年比100.1%） 全国21位 九州2位

・令和３年は新型コロナウイルス感染症の拡大により，現在の調査
方法となった平成23年以降で最少

・切れ目ない観光需要喚起策の効果もあり，令和６年はコロナ禍前
（令和元年）を上回った。
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ア 直近の外国人延べ宿泊者数（令和６年）

イ 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

〈平成30年〉（基準値）

約83 万人泊

〈令和６年〉（最終実績）

約62 万人泊

〈令和６年〉（目標値）

150 万人泊

ウ 外国人延べ宿泊者数の推移

620,050人泊（令和元年比73.8% ） 全国23位 九州5位

（２） 宿泊者数を増やす
② 「外国人延べ宿泊者数」について

・令和３年は新型コロナウイルス感染症の拡大により，現在の調査
方法となった平成23年以降で最少

・令和５年に水際措置が大幅に緩和されて以降，回復傾向にあるが，
令和６年はコロナ禍前（令和元年）の７割程度に留まる。
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（３） クルーズ船による観光客を増やす
「クルーズ船乗客数」について

〈平成30年〉（基準値）

約31 万人

〈令和６年〉（最終実績）

約22 万人

〈令和６年〉（目標値）

69 万人

ア 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

イ クルーズ船乗客数の推移

・令和２～３年は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により，
国際クルーズ船の運航が停止されていたため大きく減少

・令和６年は，それまでの過去最高（令和元年：156回）に近い
寄港回数 151回で，乗客数はコロナ禍前（令和元年）の８割程度
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ア 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

〈平成30年度〉（基準値）

約76％

〈令和６年度〉（最終実績）

約93％

〈令和６年度〉（目標値）

100％

（４） 観光客の満足度を高め，リピーターを増やす
「再訪希望」について

県観光入込客統計の観光地点パラメータ調査における鹿児島県への再訪希望者の割合

イ 再訪希望の推移
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・観光地の磨き上げやまごころのこもったおもてなしなど，受入体
制の充実を図ったことにより，平成30年度（基準年）の約76％か
ら17ポイント増加し，令和６年度は約93％となった。



「観光立県かごしま」の実現に向けた今後の課題「観光立県かごしま」の実現に向けた今後の課題

１ 価値を高める。

２ 宿泊者数を増やす。

観光の「稼ぐ力」の向上には，本県を訪れる観光客を増やすとともに，観光

地の高付加価値化など魅力ある癒やしの観光地形成に取り組み，観光消費

額の増加を図ることが重要です。

コロナ禍を経て，価値観の多様化や個人のライフスタイルの変化とともに，

観光客のニーズも多様化したことにより，これらの多様な観光ニーズに対応し

た観光メニューの拡充を行うなど，地域の主体的な取組を強化して，観光客の

滞在時間や観光消費額の増加に取り組む必要があります。

また，観光資源の掘り起こしに努めるとともに，滞在型観光コンテンツの開発

やツアーガイドの育成等の観光地域の高付加価値化の取組なども必要です。

① 本県の多彩な観光資源の魅力の
発信とＷｅｂ等を活用したプロモーショ
ンの展開

② 本県の観光資源の活用と持続可能
な観光地域づくりの推進

３ クルーズ船による観光客を増やす。

４ 観光客の満足度を高め，リピーターを増やす。

③ 国内外の観光客の嗜好をしっかり
捉えた戦略の構築と誘客の展開

④ 観光客を温かく迎え入れるおもてなし
の向上と観光を担う人材の育成・確保

コロナ禍を経て，観光関連産業は，持ち直しの動きが見られますが，これを

確かなものとするため，ビッグデータ等の情報に基づき，国内外の観光客の嗜

好をしっかり捉えたプロモーションを実施するなど，本県への更なる誘客が必

要です。

国際クルーズ船については，寄港回数は順調な推移となっていますが，寄

港地観光は鹿児島市内が中心であり，その経済効果を県内各地へ波及させ

るため，鹿児島発着クルーズへの支援や，県内の離島への寄港，寄港地観

光の拡充に取り組む必要があります。

観光客の満足度を高めるため，観光地の磨き上げ，まごころのこもったおも

てなしなど受入体制の充実を図る取組が必要です。
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【責務や役割等】（第３条～７条）

【県の責務】
◆施策を総合的に策定,実施
◆市町村・県民等による観光
の振興の取組の総合調整，
支援

【県民の役割】
◆観光立県への理解を深め，県
・市町村の取組への積極的参画
◆おもてなしの心で観光旅行者
を温かく迎える

【観光関係事業者の役割】
◆サービスの向上，他の事業
活動と連携，地産地消への取
組
◆県・市町村の施策に協力 等

【観光関係団体の役割】
◆業種を超えた事業活動，地
産地消，情報の発信，誘客,
受入れ体制の整備 等
◆県･市町村の施策に協力 等

【目的】（第１条）
○ 県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに，
○ 観光立県の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより，

→ 観光立県の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し， もって豊かで活力ある地域社会づくり，地域経済の発展，県民生活の向上に資する

【基本理念】（第２条） ＜観光立県の実現に関する施策についての基本理念＞
○ 地域における創意工夫を生かした主体的な取組を行い，競争力の高い魅力ある観光地の

形成
○ 県，市町村及び県民等との「共生と協働」
○ 自然との共生に配慮し，地域の自然など「地域の観光資源」の良好な保全，活用及び創出

【基本的施策】（第８条～20条） ＜観光立県の実現に関する基本的施策＞

○ 競争力の高い魅力ある観光地の形成（良質なサービスの提供の確保，地域の観光資源の保全・活用等，観光関係施設等の整備，観光旅行者の移動の利便の増進等）
○ 観光を担う人材の育成（観光事業従事者及び観光ボランティアの知識・能力の向上） ○ 外国人観光客の来訪の促進（海外での観光プロモーション活動，交通・宿泊など情報の提供等)
○ 観光旅行者の来訪の促進等（地域の観光資源に関する広報活動，観光旅行に関する情報提供，広域的な取組）
○ 相互交流の促進（経済，文化，スポーツ等を通じた国際，県内・県外の相互交流） ○ 観光旅行の安全の確保（事故の防止，安心で安全なまちづくり等）
○ 新たな観光旅行の分野の開拓等（エコツーリズム，グリーン・ツーリズム，ヘルスツーリズム等の普及，スポーツキャンプ誘致等）
○ 観光地における環境の保全（観光旅行者の理解の増進・協力義務，規制等の必要な措置）
○ 啓発及び学習の推進（学校教育，社会教育における学習の推進等） ○ 統計調査その他の調査及び研究，財政上の措置

【観光立県推進会議】（第21条～27条）
○ 鹿児島県観光立県推進会議の設置（施策の総合的かつ計画的な推進）
○ 委員20名以内（任期２年。委員の任命に当たって，男女の多様な意見の反映）

「観光立県かごしま県民条例」の概要（平成21年3月27日制定，平成21年4月１日施行）

【前文】
○ 観光産業は，総合的な産業
○ 観光立県を実現するためには，県民一人一人が観光立県に対する理解を深め，担い手としての認識をはぐくむことが必要

【市町村への要請及び
支援】
◆県は，市町村に対し，
独自の施策の実施，県の
施策への協力を要請 等

■基本方針
●主要な施策推進のための基本方針を知事が定め，公表（議会の議決，施行の日から１年以内）
→ 基本方針には，観光立県の実現に関する主要な目標値及び実施する施策を定める。

●施策実施状況の報告等（中間年度，最終年度にとりまとめ，議会に報告し，公表）

○ 県民等が地域の観光資源に関する理解を深め，「おもてなし」の
向上及び人材の育成を図る

○ 高齢者等すべての者が安心して快適に観光ができる環境の整備
○ 広域的な取組が行われ，県民等の相互交流を促進
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